
北海道クリーン農業推進計画（第７期）【素案】のポイント

１ 計画の基本的な考え方

クリーン農業は、これまで消費者の食の安全・安心への関心の高まりなどの中、着実に広
がり、北海道農業のブランド構築に寄与してきたところ。

近年、ＳＤＧｓなど持続的な社会づくりが求められる中、環境と調和したクリーン農業が果た
す役割への期待はさらに高まっており、第７期計画では、消費者と農業者へクリーン農業の
重要性を啓発するとともに、気候変動等に対応する技術を開発し、地域の条件に即して普及
することなどにより、クリーン農業の安定的な拡大を推進して、持続可能な北海道農業・農村
を確立する。

２ 施策の推進方針の柱

【 次 期 （ 第 ７ 期 ） 計 画 の 柱 】

クリーン農業（広義）への理解の促進

※ 持続的社会づくりに寄与するクリーン農業について

消費者と生産者への理解促進

クリーン農業（広義）技術の開発と普及

※ 新規・特異病害虫など新たな課題への対応

※ 地域条件に即した技術の開発と普及の加速化

YES!clean農産物の拡大

※ （生産）産地間の情報交換による技術向上

※ （流通）産地と流通・販売事業者との連携をさら

に強化

有機農業の拡大

※ （生産）新規参入の促進、慣行からの転換促進

※ （流通）有機農業についての理解醸成、販路拡大

国際水準ＧＡＰの推進

※ クリーン農業の実践に活かせる生産工程管理

手法の導入推進

背 景

●社会情勢の変化

SDGｓなど持続的社会づくり
に対する関心の高まり

●クリーン農業を取り巻く

環境の変化

気候変動による
新規病害虫発生など

担い手の高齢化・減少と
農業経営規模の拡大

オリパラ等を契機とした
国際水準ＧＡＰ導入の加速化

農業の有する多面的機能
の発揮の促進に関する法
律の施行
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